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神
戸
刑
務
所

岩
国
刑
務
所

浪
速
少
年
院
（
五
五
巻
六
号
）

宇
治
少
年
院
（
五
六
巻
一
号
）

京
都
医
療
少
年
院
（
五
六
巻
四
号
）

三
重
刑
務
所
（
五
七
巻
一
号
）

宮
川
医
療
少
年
院
（
五
七
巻
四
号
）

神
戸
刑
務
所
（
五
七
巻
五
号
）

岩
国
刑
務
所
（
本
号
）

今
回
は
、
岩
国
刑
務
所
の
様
子
を
紹
介
す
る
。
岩
国
刑
務
所
は
、
女
子
収
容
施
設
の
―
つ
で
あ
る
。
女
子
収
容
施
設
と
し
て
は
、
ほ
か
に
札
幌
刑
務
所

札
幌
刑
務
支
所
（
北
海
道
札
幌
市
）
、
福
島
刑
務
所
福
島
刑
務
支
所
（
福
島
県
福
島
市
）
、
栃
木
刑
務
所
（
栃
木
県
栃
木
市
）
、
笠
松
刑
務
所
（
岐
阜
県
羽

島
郡
笠
松
町
）
、
和
歌
山
刑
務
所
（
和
歌
山
県
和
歌
山
市
）
、
麓
刑
務
所
（
佐
賀
県
鳥
栖
市
）
、
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
（
山
口
県
美
祢
市
）
が
あ

岩
国
刑
務
所
の
見
学
は
、
平
成
一
九
年
（
二

0
0
七
年
）
四
月
に
、
法
学
部
教
員
二
名
と
と
も
に
行
な
っ
た
。
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岩
国
刑
務
所
は
、
山
口
県
岩
国
市
の
J

R
西
岩
国
駅
の
近
く
に
あ
る
。
明
治
五
年
(
-
八
七
二
年
）
に
当
時
の
横
山
村
（
現
在
の
岩
国
市
横
山
）
に
創

設
さ
れ
た
岩
国
監
倉
に
由
来
す
る
。
明
治
一
―
―
―
―
一
年
二
九

0
0
年
）
に
現
在
地
に
移
転
し
、
大
正
一
一
年
(
-
九
二
二
年
）
に
は
、
岩
国
少
年
刑
務
所
と

な
っ
た
。
昭
和
六
一
年
(
-
九
八
六
年
）
に
新
営
工
事
が
着
工
し
、
そ
れ
ま
で
担
っ
て
い
た
職
業
訓
練
の
機
能
は
、
山
口
刑
務
所
に
移
さ
れ
た
。
平
成
元

年
(
-
九
八
九
年
）
に
岩
国
刑
務
所
と
改
称
し
、
女
子
受
刑
者
の
収
容
を
開
始
し
た
。
平
成
五
年
(
-
九
九
三
年
）
に
新
営
工
事
が
完
成
し
た
。
平
成
一

四
年
（
二

0
0
二
年
）
に
は
、
女
子
受
刑
者
の
増
加
に
伴
い
、
未
決
拘
禁
者
に
つ
い
て
の
み
残
さ
れ
て
い
た
男
子
の
拘
置
区
（
定
員
約
五

0
名
）
が
周
南

岩
国
刑
務
所
に
お
け
る
処
遇
の
紹
介
と
し
て
は
、
姉
川
佐
知
子
「
岩
国
刑
務
所
に
お
け
る
女
子
受
刑
者
処
遇
の
歩
み
」
刑
政
一

0
三
巻
四
号
(
-
九
九

二
）
七
二
頁
以
下
、
橋
本
洋
子
「
行
刑
改
革
へ
の
取
組
状
況
（
そ
の
一
）
岩
国
刑
務
所
に
お
け
る
行
刑
改
革
の
取
組
に
つ
い
て
」

ま
ず
、
施
設
の
概
要
や
処
遇
の
内
容
を
所
長
か
ら
お
話
い
た
だ
い
た
後
、
所
内
の
見
学
を
行
な
い
、
そ
の
後
、
質
疑
応
答
の
時
間
が
設
け
ら
れ
た
。

二
．
処
遇

岩
国
刑
務
所
の
定
貝
は
、
受
刑
者
三
五
五
名
、
未
決
拘
禁
者
二
名
の
計
一
二
五
七
名
で
あ
る
が
、
収
容
者
数
は
、
近
年
、
四
五

0
名
前
後
で
推
移
し
て
お

り
、
収
容
率
が
一
―
―

1
0
％
近
い
過
剰
収
容
状
態
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
定
員
六
名
の
集
団
室
に
最
大
八
名
の
受
刑
者
を
収
容
し
て
対
処
し
て
い
る
。

平
成
一
九
年
（
二

0
0
七
年
）

ニ
四
二

五
月
に
収
容
を
開
始
す
る
美
祢
社
会
復
掃
促
進
セ
ン
タ
ー
に
移
送
す
る
受
刑
者
約
四
0
ー
五

0
名
の
選
定
を
進
め
る
た

め
、
近
時
、
中
国
地
方
以
外
か
ら
は
、

W
A
指
標
（
女
子
の
う
ち
、
犯
罪
傾
向
の
進
ん
で
い
な
い
者
）

の

内

容

0
0
五
）
七
二
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

岩
国
刑
務
所
は
、
処
遇
指
標
W

（
女
子
）

の
受
刑
者
を
収
容
す
る
刑
務
所
で
あ
る
。

の
受
刑
者
の
み
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
美
祢
社
会

拘
置
支
所
（
現
在
の
徳
山
拘
置
支
所
工
山
口
県
徳
山
市
）

へ
移
転
し
、
女
子
受
刑
者
だ
け
を
収
容
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

は

じ

め

に

関
法
第
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科
が
あ
る
。

合
、
二
名
又
は
三
名
の
職
員
が
常
時
付
添
う
。

復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
ヘ
の
移
送
後
も
、
東
京
拘
置
所
や
大
阪
拘
置
所
に
収
容
中
の
受
刑
者
が
移
送
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
収
容
率
の
緩
和
は

こ
れ
に
関
連
し
て
、
受
刑
者
の
罪
名
や
年
齢
構
成
が
従
前
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
罪
名
別
て
は
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
が
約
二
七
％
を
占
め
、
そ
れ

に
次
い
で
、
窃
盗
が
多
く
、
近
年
、
増
加
中
で
あ
る
。
二

0
歳
代
が
一
三
％
、
三

0
歳
代
が
二
九
％
、
四

0
歳
代
が
ニ
―
-
％
、
五

0
歳
代
が
一
八
％
、
六

0
歳
以
上
が
一
七
％
で
あ
る
。
近
時
、
六

0
歳
以
上
の
者
が
増
加
し
て
い
る
。
八

0
歳
代
の
受
刑
者
も
い
る
。
通
常
、

W
A
指
標
と

W
B
指
標
（
女
子
の

う
ち
、
犯
罪
傾
向
の
進
ん
で
い
る
者
）

の
比
率
が
一
―
~
一
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
先
の
事
情
に
よ
り
、
現
在
、
W
A
指
標
約
三
七
0
名
、

八
0
名
と
な
っ
て
お
り
、

W
A
指
標
の
比
率
が
高
い
状
態
に
あ
る
。

所
長
以
下
、
総
務
部
、
処
遇
部
、
医
務
課
の
一
一
部
一
課
制
を
採
っ
て
い
る
。
職
員
定
数
は
一
―
七
名
で
あ
る
が
、
現
在
一
〇
七
名
で
あ
る
。
男
性
二
四

名
、
女
性
八
三
名
で
あ
り
、
少
年
刑
務
所
時
代
か
ら
の
職
員
が
い
る
関
係
で
、
他
の
女
子
収
容
施
設
よ
り
も
男
性
職
員
の
比
率
が
若
干
高
い
。
男
性
職
員

は
、
総
務
部
な
ど
に
多
い
。
男
性
職
員
は
、
入
浴
日
に
居
室
棟
に
立
入
り
が
で
き
な
い
な
ど
の
制
約
が
あ
る
。

が
四
八
名
を
占
め
て
い
る
。
夜
勤
は
処
遇
部
門
八
名
、
総
務
部
一
名
、
監
督
当
直
者
一
名
の
計
一

0
名
で
行
な
っ
て
い
る
。
医
務
課
に
は
常
勤
の
医
師
一

名
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
常
勤
の
医
師
の
専
門
は
婦
人
科
で
あ
る
。
精
神
科
や
歯
科
な
ど
は
、
非
常
勤
の
医
師
で
対
処
し
て
い
る
。
所
内
で
の
検

査
や
治
療
が
困
難
な
場
合
、
外
部
の
病
院
又
は
大
阪
医
療
刑
務
所
（
大
阪
府
堺
市
）
な
ど
に
搬
送
・
移
送
す
る
。
受
刑
者
が
外
部
の
病
院
に
入
院
す
る
場

受
刑
者
は
、
二
週
間
の
入
所
時
教
育
が
終
わ
る
と
、
そ
の
適
性
に
応
じ
て
、
作
業
の
業
種
を
指
定
さ
れ
、
就
業
す
る
。
岩
国
刑
務
所
に
は
、
洋
裁
、
組

立
作
業
な
ど
の
工
場
が
あ
る
。
特
色
の
あ
る
物
と
し
て
、
ガ
ラ
ス
工
芸
品
と
ち
り
め
ん
細
工
製
品
が
あ
る
。
職
業
訓
練
と
し
て
、

一
回
に
つ
き
八
名
、
年
間
三
コ
ー
ス
の
計
二
四
名
が
受
講
し
、

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習
修
了
証
を
取
得
し
て
い
る
。
従
来
行
な
わ

れ
て
い
た
介
護
ヘ
ル
パ
ー
の
資
格
取
得
に
つ
い
て
は
、
実
習
先
の
確
保
が
で
き
ず
、
現
在
中
止
し
て
い
る
。
受
刑
者
の
希
望
に
よ
り
、
通
信
教
育
の
受
講

が
可
能
で
あ
る
。
医
療
事
務
な
ど
の
資
格
取
得
を
目
指
す
者
が
少
な
く
な
い
。
二
週
間
の
釈
放
前
指
導
に
お
い
て
は
、
近
隣
の
養
護
学
校
の
清
掃
、
買
い

当
面
見
込
め
な
い
。

ニ
四
三

(
―
二

0
七）

1
0
七
名
の
う
ち
、
処
遇
部
の
処
遇
部
門

W
B
指
標
約



リ
ー
バ
ッ
グ
が
置
か
れ
て
い
た

ま
ず
、
洋
裁
工
場
な
ど
を
見
学
し
た
。
い
ず
れ
も
小
規
模
の
工
場
で
あ
っ
た
。
受
刑
者
が
作
業
中
で
あ
っ
た
。
冷
房
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

続
い
て
、
居
室
を
見
学
し
た
。
集
団
室
は
、
八
畳
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
各
部
屋
に
は
鍵
が
な
く
、
各
階
の
入
口
が
施
錠
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
各

部
屋
の
扉
の
部
屋
側
は
襖
の
よ
う
な
外
観
に
な
っ
て
い
た
。
ト
イ
レ
と
洗
面
台
は
各
部
屋
で
共
用
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
私
物
の
保
管
の
た
め
の
キ
ャ

（
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
四
八
条
参
照
）
。
さ
ら
に
、

居
室
は
、
南
向
き
又
は
北
向
き
で
、
建
物
と
建
物
の
間
隔
が
あ
る
た
め
、
明
る
＜
、
特
に
南
向
き
の
部
屋
の
採
光
は
か
な
り
よ
い
よ
う
に
感
じ
た
。

小
規
模
の
施
設
で
あ
る
た
め
、
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
印
象
を
受
け
た
。

め
、
人
工
妊
娠
中
絶
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
い
。

食
事
は
、
受
刑
者
に
よ
り
所
内
で
調
理
さ
れ
、
大
食
堂
で
出
食
さ
れ
る
。
通
常
、
刑
務
所
で
は
、
居
室
に
配
膳
さ
れ
る
が
、
岩
国
刑
務
所
で
は
、
二
箇

所
の
大
食
堂
で
四
人
又
は
六
人
ず
つ
テ
ー
ブ
ル
ご
と
に
分
か
れ
て
食
事
を
と
る
。

出
産
は
年
に
数
例
あ
る
。
出
生
証
明
書
に
出
生
場
所
が
記
載
さ
れ
る
関
係
で
、
外
部
の
病
院
で
出
産
す
る
。
起
訴
後
の
勾
留
期
間
が
一
定
程
度
あ
る
た

H
I
V
の
感
染
者
は
、
現
在
、
収
容
し
て
い
な
い
。
本
人
の
希
望
が
あ
れ
ば
、
血
液
検
査
を
行
な
う
こ
と
が
あ
る
。

C
D
4
値
が
五

0
0
未
満
と
な
る

と
医
療
重
点
施
設
へ
移
送
す
る
。
ま
た
、

C
型
肝
炎
の
感
染
者
が
多
い
。

三

．

施

設

の

様

子

浴
び
る
こ
と
が
で
き
る
日
が
設
け
ら
れ
た
。

月
二
回
、
教
育
免
業
日
が
設
け
ら
れ
、
作
業
に
代
え
て
、
改
善
指
導
が
集
中
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
特
別
改
善
指
導
と
し
て
、
薬
物
依
存
離
脱
指
導
、

被
害
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育
、
交
通
安
全
教
育
、
就
労
支
援
指
導
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

入
浴
は
、
通
常
週
二
回
で
あ
る
が
、
夏
期
は
週
三
回
と
し
て
い
る
。
今
年
度
か
ら
シ
ャ
ワ
ー
入
浴
の
予
算
が
確
保
さ
れ
、
入
浴
日
以
外
に
シ
ャ
ワ
ー
を

物
実
習
、
電
車
の
乗
り
方
実
習
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

関
法
第
五
七
巻
六
号

ニ
四
四

(
―
二

0
八）

テ
レ
ビ
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
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さ
ら
に
、
面
会
室
を
見
学
し
た
。
受
刑
者
と
面
会
者
の
間
に
ア
ク
リ
ル
板
の
な
い
部
屋
で
あ
り
、

太
い
パ
イ
プ
型
の
鉄
格
子
は
な
く
、
細
く
、
丸
み
を
帯
び
た
形
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
塀
も
低
く
、

ニ
四
五

ア
ク
リ
ル
板
が
な
く
と
も
よ
い
受
刑
者
の
場
合
に
利

一
部
施
設
で
導
入
さ
れ
て
い
る
指
紋
認
証
の
機
械
が
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
鍵
の
み
で
開
閉
さ
れ
て
い
た
。

見
学
中
、
移
動
中
や
作
業
中
の
受
刑
者
を
目
に
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
若
年
者
と
高
齢
者
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
た
。

ク
リ
ー
ム
色
に
塗
ら
れ
て
い
た
。

男
子
刑
務
所
に
比
べ
る
と
、
汗
臭
い
独
特
の
匂
い
が
な
い
よ
う
に
感
じ
た
。
建
物
や
塀
の
色
な
ど
で
柔
ら
か
い
雰
囲
気
を
作
ろ
う
と
す
る
工
夫
が
感
じ

所
長
の
講
話
か
ら
も
、
過
剰
収
容
の
下
、
規
律
維
持
や
日
常
生
活
の
管
理
だ
け
で
も
負
担
が
大
き
い
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。
職
員
の
労
働
環
境
を
向
上
さ

せ
、
受
刑
者
に
必
要
な
処
遇
な
ど
を
十
分
に
行
な
う
た
め
に
も
、
過
剰
収
容
状
態
を
早
期
に
解
消
す
る
と
と
も
に
、
優
秀
な
女
性
職
員
を
確
保
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
強
く
感
じ
た
。
ま
た
、
女
性
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
な
ど
に
も
力
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
。

御
多
忙
の
折
、
見
学
の
お
世
話
を
い
た
だ
い
た
所
長
、
総
務
部
長
は
じ
め
職
員
の
方
々
に
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ら
れ
た
。

四
．
感

な
お
、
収
容
区
画
の
入
口
に
は
、

用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

神
戸
刑
務
所

木目
しヽこヽ

(
―
二

0
九）


